
ご 案 内 

（令和７年９月１日現在） 

 

１ 実費負担について 

当院では、次の項目において、その使用量・利用回数に応じて実費負担をお願いしています。 

（１）個室を希望されたときの室料差額代 

（２）非紹介患者初診加算料 

※ 他の医療機関からの紹介状を持たずに初診で外来受診される方から、初診に係る費用として

医科 7,700 円、歯科 5,500 円（消費税込み）を負担していただくことになっております。 

（３）再診患者加算料 

 ※ 医師が他の医療機関を紹介したにも関わらず、継続して当院の受診を希望される方から、再

診に係る費用として、医科 3,300 円、歯科 2,090 円（消費税込み）を負担していただくこと

となっております。 

（４）保険適用外の画像フィルムコピー料 

（５）保険適用外の予防接種料金 

（６）診断書・証明書等 

（７）診察券再発行料 

（８）保険適用となっていない治療方法等 

 

２ ＤＰＣ対象病院について 

当院は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“ＤＰＣ対

象病院”となっております。 

※ 医療機関別係数 1.4430（基礎係数 1.0451 + 機能評価係数Ⅰ0.3036 + 機能評価係数Ⅱ

0.0704 + 救急医療係数 0.0239） 

 

３ 看護の基準について 

当院は、厚生労働大臣が定める基準による入院基本料等を届け出ている保険医療機関です。 

病棟におきましては、下記の施設基準を採用しております。 

・一般病棟     「急性期一般入院料２」 

（平均して入院患者１０人に対して看護スタッフ１人以上） 

・結核病棟     「１０対１入院基本料」 

（平均して入院患者１０人に対して看護スタッフ１人以上） 

・緩和ケア病棟   「緩和ケア病棟入院料１」 

（平均して入院患者７人に対して看護スタッフ１人以上） 

・地域包括ケア病棟 「地域包括ケア病棟入院料２」 

（平均して入院患者１３人に対して看護スタッフ１人以上） 

・ＨＣＵ・ＣＣＵ  「ハイケアユニット入院医療管理料１」 

（平均して入院患者４人に対して看護スタッフ１人以上） 

患者負担による「付き添い看護」は認めておりません。 

 

４ 入院時食事療養について 

当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理され

た食事を適時（夕食については１８時以降）、適温で提供しています。 


